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相楽郡広域事務組合条例第１号 

 

相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 

相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例（昭和５６年８月制定）の一部を 

次のように改正する。 

 第８条第２項第２号中「及び孫」を削り、同項中第５号を第６号とし、第４号を 

第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 （３）満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

   第８条第３項を次のように改める。 

 ３ 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については１人につき６,５０ 

０円、前項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）につい 

ては１人につき１０,０００円とする。 

   第８条の２第１項中「一に該当する」を「いずれかに掲げる」に改め、「（新た

に職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第１号に該当する事実が生じ

た場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。）」を削り、同

項第２号中「前条第２項第２号又は第４号」を「扶養親族たる子又は前条第２項

第３号若しくは第５号」に改め、同項第３号及び第４号を削り、同条第２項中「、

扶養親族」を「、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るもの」に改め、

「ない」の次に「場合においてその」を加え、「前項第１号」を「同項第１号」に、

「生じた場合においては」を「生じたときは」改め、同条第３項中「これを受け

ている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けてい

る職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件

を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第３号若しくは第

４号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届

出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった」

を「次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた」に、「これらの」を「その」に、

「扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号」を「第１号」に改め、「（扶養

親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のな

いものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、

父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。）及び扶養手当を受けている職員の

うち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配

偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手

当の支給額の改定」を削り、同項に次の３号を加える。 
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（１）扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場 

 合 

（２）扶養手当を受けている職員の扶養親族で第１項の規定による届出に係る 

ものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合 

（３）職員の扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るもののうち特定 

期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
（平成３０年３月３１日までの間における扶養手当に関する特例） 

２ 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間は、改正後の相楽郡広域

事務組合職員の給与に関する条例第８条第３項及び第８条の２の規定の適用につ

いては、第８条第３項中「扶養親族たる配偶者、父母等については１人につき６,
５００円、前項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）に

ついては１人につき１０,０００円」とあるのは「前項第１号に該当する扶養親族（以

下「扶養親族たる配偶者」という。）については１０,０００円、同項第２号に該当

する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）については１人につき８,０００

円（職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち１人については１０,０００円）、

同項第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族（以下「扶養親族たる父

母等」という。）については１人につき６,５００円（職員に配偶者及び扶養親族た

る子がない場合にあっては、そのうち１人については９,０００円）」と、第８条の

２第１項中「その旨」とあるのは「その旨（新たに職員となった者に扶養親族があ

る場合又は職員に第１号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者が

ないときは、その旨を含む。）」と、 
「（２） 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又

は前条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、満２２歳に達し

た日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至っ

た場合を除く。）」 

 とあるのは 
 「（２） 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又は 

前条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、満２２歳に達した 
日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った 
場合を除く。） 

 （３） 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員と 

なった場合（前号に該当する場合を除く。） 
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（４） 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至 

った場合（第１号に該当する場合を除く。）」              

と、 

同条第３項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員に 

ついて第１項第３号若しくは第４号に掲げる事実が生じた場合においては、これら 

の」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改 

定（扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のな 

いものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子 

に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届 

出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による 

届出に係るもののいないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有する 

に至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。）、 

扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係 

るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における該当扶養親族たる子 

に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族た 

る父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子 

で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合 

における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。 
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相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

第１条～７条  （略） 

（扶養手当） 

第８条 （略） 

２ （略） 

（１）配偶者（届出をしないが事実上 

婚姻関係と同様の事情にあるもの 

を含む。以下同じ。） 

（２）満２２歳に達する日以後の最初 

の３月３１日までの間にある子 

 

（３）満２２歳に達する日以後の最初 

の３月３１日までの間にある孫 

（４）満６０歳以上の父母及び祖父母 

（５）満２２歳に達する日以後の最初 

の３月３１日までの間にある弟妹 

（６）重度心身障害者 

３ 扶養手当の月額は、扶養親族たる配

偶者、父母等については１人につき６,

５００円、前項第２号に該当する扶養

親族（以下「扶養親族たる子」という。）

については１人につき１０,０００円

とする。 

 

 

 

 

４ （略） 

第８条の２ 新たに職員となった者に扶

養親族がある場合、又は職員に次の各

号のいずれかに掲げる事実が生じた場

合においては、その職員は直ちにその

旨を任命権者に届け出なければならな

第１条～７条  （略） 

 （扶養手当） 

第８条 （略） 

２ （略） 

（１）配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にあるもの

を含む。以下同じ。） 

（２）満２２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある子及

び孫 

 

 

（３）満６０歳以上の父母及び祖父母 

（４）満２２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある弟妹 

 （５）重度心身障害者 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該

当する扶養親族については１３,００

０円とし、同項第２号から第５号まで

に掲げる扶養親族（次条において、「扶

養親族たる子、父母等」という。）のう

ち２人までについては、それぞれ６,５

００円（職員に配偶者がない場合にあ

っては、そのうち１人については１１,

０００円）、その他の扶養親族について

は１人につき５,０００円とする。 

 ４ （略） 

第８条の２ 新たに職員となった者に扶

養親族がある場合、又は職員に次の各

号の一に該当する事実が生じた場合に

おいては、その職員は直ちにその旨（新

たに職員となった者に扶養親族がある
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い。 

 

 

 

 （１） 新たに扶養親族としての要件

を具備するに至った場合 

 （２） 扶養親族としての要件を欠く

に至った者がある場合（扶養親族た

る子又は前条第２項第３号若しくは

第５号に該当する扶養親族が、満２

２歳に達した日以後の最初の３月３

１日の経過により、扶養親族たる要

件を欠くに至った場合を除く。） 

 

 

 

 

 

 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員とな 

った者に扶養親族がある場合において 

はその者が職員となった日、職員に扶養

親族で前項の規定による届出に係るも

のがない場合においてその職員に同項

第１号に掲げる事実が生じたときはそ

の事実が生じた日の属する月の翌月（こ

れらの日が月の初日であるときは、その

日の属する月）から開始し、扶養手当を

受けている職員が離職し、又は死亡した

場合においてはそれぞれその者が離職

し、又は死亡した日、扶養手当を受けて

いる職員の扶養親族で同項の規定によ

る届出に係るものの全てが扶養親族た

る要件を欠くに至った場合においては、

場合又は職員に第１号に該当する事実

が生じた場合において、その職員に配

偶者がないときは、その旨を含む。）を

任命権者に届け出なければならない。 

（１） 新たに扶養親族としての要件

を具備するに至った場合 

 （２） 扶養親族としての要件を欠く

に至った者がある場合（前条第２項

第２号又は第４号に該当する扶養親

族が、満２２歳に達した日以後の最

初の３月３１日の経過により、扶養

親族たる要件を欠くに至った場合を

除く。）  

 （３） 扶養親族たる子、父母等があ

る職員が配偶者のない職員となった

場合（前号に該当する場合を除く。） 

 （４） 扶養親族たる子、父母等があ

る職員が配偶者を有するに至った場

合（第１号に該当する場合を除く。） 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員とな 

った者に扶養親族がある場合において

はその者が職員となった日、扶養親族

がない職員に前項第１号に掲げる事実

が生じた場合においてはその事実が生

じた日の属する月の翌月（これらの日

が月の初日であるときは、その日の属

する月）から開始し、扶養手当を受け

ている職員が離職し、又は死亡した場

合においてはそれぞれその者が離職

し、又は死亡した日、扶養手当を受け

ている職員の扶養親族で同項の規定に

よる届出に係るものの全てが扶養親族

たる要件を欠くに至った場合において

は、その事実が生じた日の属する月（こ



6 
 

その事実が生じた日の属する月（これら

の日が月の初日であるときは、その日の

属する月の前月）をもって終わる。ただ

し扶養手当の支給の開始については、同

項の規定による届出がこれに係る事実

の生じた日から１５日を経過した後に

されたときはその届出を受理した日の

属する月の翌月（その日が月の初日であ

るときは、その日の属する月）から行う

ものとする。 

３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに 

掲げる事実が生じた場合においては、 

その事実が生じた日の属する月の翌月 

（これらの日が月の初日であるとき 

は、その日の属する月）からその支給 

額を決定する。前項ただし書の規定は、 

第１号に掲げる事実が生じた場合にお 

ける扶養手当の支給額の改定について 

準用する。 

（１）扶養手当を受けている職員に更

に第１項第１号に掲げる事実が生

じた場合 

（２）扶養手当を受けている職員の扶

養親族で第１項の規定による届出

に係るものの一部が扶養親族たる

要件を欠くに至った場合 

（３）職員の扶養親族たる子で第１項

の規定による届出に係るもののう

ち特定期間にある子でなかった者

が特定期間にある子となった場合 

 

 

 

 

れらの日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月の前月）をもって終わ 

る。ただし扶養手当の支給の開始につ

いては、同項の規定による届出がこれ

に係る事実の生じた日から１５日を経

過した後にされたときはその届出を受

理した日の属する月の翌月（その日が

月の初日であるときは、その日の属す

る月）から行うものとする。 

 

３ 扶養手当は、これを受けている職員 

 に更に第１項第１号に掲げる事実が生 

じた場合、扶養手当を受けている職員 

の扶養親族で同項の規定による届出に 

係るものの一部が扶養親族たる要件を 

欠くに至った場合、扶養手当を受けて 

いる職員について同項第３号若しくは 

第４号に掲げる事実が生じた場合又は 

職員の扶養親族たる子で同項の規定に 

よる届出に係るもののうち特定期間に 

ある子でなかった者が特定期間にある 

子となった場合においては、これらの 

事実が生じた日の属する月の翌月（こ 

れらの日が月の初日であるときは、そ 

の日の属する月）からその支給額を決 

定する。前項ただし書の規定は、扶養 

手当を受けている職員に更に第１項第 

１号に掲げる事実が生じた場合におけ 

る扶養手当の支給額の改定（扶養親族 

たる子、父母等で同項の規定による届 

出に係るものがある職員で配偶者のな 

いものが扶養親族たる配偶者を有する 

に至った場合における当該扶養親族た 

る子、父母等に係る扶養手当の支給額 
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第９条～第２２条 （略） 

の改定を除く。）及び扶養手当を受けて 

いる職員のうち扶養親族たる子、父母 

等で同項の規定による届出に係るもの 

がある職員が配偶者のない職員になっ 

た場合における当該扶養親族たる子、 

父母等に係る扶養手当の支給額の改定 

について準用する。 

第９条～第２２条 （略） 

 

 

 

 

 

 


